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この報告書は、平成１９年３月に策定した「松阪市環境基本計画」に掲げた本市の環境施

策に関して平成２０年度に設定した重点事業の取組結果と、「松阪市環境基本計画」におい

て設定した環境目標の進捗状況を、取りまとめたものです。 

 この情報をみなさんと共有することで、市民、市民団体、事業者、市の協働による取組を

さらに推進することをめざすとともに、一人ひとりが環境問題に対する具体的な行動を起こ

すきっかけにしたいと考えています。 
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第１章 松阪市環境基本計画の概要 
 
 
１.計画の概要 
 
 家庭や事業所からの排出水による川や海の汚れ・日常生活や事業活動に伴うごみの増加、

そして地球温暖化による地球環境問題など、今日の環境問題の多くは私たちが便利な生活や

物質的な豊かさを追い求めてきた結果であるといえます。 

このような環境問題を解決していくためには、私たち一人ひとりが環境にやさしい行動を

実践していくことが必要です。 

「松阪市環境基本計画」は、本市の良好な環境を未来に引き継いでいけるよう、うるおい

ある豊かな環境の保全と創造に関する共通目標や道筋を示すものであり、市民、市民団体、

事業者、市が協働して取り組むための指針となる計画として、松阪市環境基本条例に基づき、

平成１９年３月に策定したものです。 

 
 
２．計画の対象 
 
 本計画は松阪市全域を対象地域とし、「自然環境」「生活環境」「快適環境」「地球環境」「環

境教育・環境学習と仕組みづくり」の５つの環境分野を設定し、対象としています。 
 

環境の分野 環境の要素 

自然環境 水循環（森林・川・海）、身近な動植物 

生活環境 

典型７公害（大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚

染、騒音、振動、悪臭、地盤沈下）、都市生活型公

害（近隣騒音、野焼き、ペットのふんなど） 

快適環境 
歴史文化遺産、景観、公園・緑地、公共空間のバ

リアフリー 

地球環境 
省エネルギー・新エネルギー、ごみ・リサイクル、

地球温暖化 

環境教育・環境学習と 

仕組みづくり 

環境学習及び環境教育の充実、協働や連携のため

の仕組みづくり 

 
 
３．計画の期間 
 
 平成１９（２００７）年度を初年度とし、平成２７（２０１５）年度を目標年度としてい

ます。 
 
 
 
 
 

 
計画の期間：平成１９（２００７）年度～平成２７（２０１５）年度 
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４．めざすべき環境像 
 
 松阪市環境基本計画では、本市のめざすべき環境像を次

のように設定しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「うるおいある豊かな環境につつまれるまち まつさか」は、松阪市環境基本条例におけ

るめざすべき環境像「うるおいある豊かな環境の保全と創造」と、松阪市総合計画における

都市（まち）のビジョンの一つ「環境に配慮するまち」をもとに設定したものです。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また、環境をよくすることが地域の産業を発展させ、地域の産業の活性化が環境をよくす

るという「環境と地域経済の好循環」を進めること、そして、環境をよくすることが人や地

域を元気づけ、コミュニティの活性化が環境をよくするという「環境とコミュニティの好循

環」を進めることが、本市の環境像を実現するために必要であることから、「自然と人・地

域の活力が好循環するまちづくりをめざして」という副題を掲げています。 
 
 
 
 

うるおいある 
豊かな環境につつまれるまち 

まつさか 
～自然と人・地域の活力が好循環する 

まちづくりをめざして～ 

 
人と自然の営みが調和し、その中に生まれた独自の歴史や文化が守られ育まれ

る中で、現在及び将来の市民が健康を維持し、安全で快適かつ文化的な生活をお

くることができる環境をいう。 

（松阪市環境基本条例より） 

 
環境問題に対する市民の関心が高まるなかで、だれもが安心して快適に暮らす

ことのできる、うるおいある豊かな環境づくりを推進するため、市民意識の高揚

に努めるとともに、公害防止対策の推進や廃棄物の適正処理、新エネルギーの活

用を進め、環境への負荷の少ない持続可能な資源循環型社会の実現を図ることで

環境に配慮するまちをめざします。 

（松阪市総合計画の都市（まち）のビジョンより） 

 うるおいある豊かな環境とは 

 環境に配慮するまち 
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５．環境像実現に向けての基本的な考え方 
 

 「うるおいある豊かな環境」の実現に向けて、自然と人・地域の活力が「好循環」するた

めには、行政とともに「環境と地域経済の好循環」の主体である「事業者」、「環境とコミュ

ニティの好循環」の主体である「市民、市民団体」も含めた３者の協働のもと進めていくこ

とが大切です。 
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６．環境ビジョン 
 
 「うるおいある豊かな環境」をめざすにあたり、次の６つの具体的なまちの姿（環境ビジ

ョン）を示しています。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

人も生き物もおいしく感じる水を取り戻し、守っていくためには、健全な水循環

の回復と維持に努める必要があります。水が循環する「山」「川」「海」を一体的

に考え、水循環に配慮したまちをめざします。 

人も生き物もおいしく感じる水を取り戻し、守っていくまち 

 

海から山にいたる豊かな自然と、そこに息づく多様な生態系を保全し回復してい

くとともに、自然とのふれあいを深め身近な自然と生き物を大切にする、人と自

然が共生するまちをめざします。 

多様な生き物が暮らすことのできる自然を守り育てるまち 

 

都市生活型公害及び産業公害の防止と予防に努め、市民が安全で健康に暮らせる

まちをめざします。 

安全で健やかに暮らせるまち 

 

歴史文化遺産の発掘、保存及び活用、個性あふれる町並みの形成や自然環境と調

和のとれた魅力ある景観の保全に努めるとともに、公園・緑地の整備、公共空間

のバリアフリー化を進め快適環境を創造するまちをめざします。 

松阪らしさを引き継ぎ伝えていける、快適で魅力あふれるまち 

 

資源及びエネルギーを効率的に利用し、できる限りごみや環境に負荷となる物質

の発生を抑え、やむを得ず排出されるごみは資源として積極的に再利用するとい

う循環型地域社会の構築を通じて地球にやさしいまちをめざします。 

「もったいない」が生み出す資源を有効に利用できる地球にやさ

しいまち 

 

環境教育・環境学習を充実し、多様な主体が参加でき環境保全活動を協働して実

践できる仕組みを構築することで、すべての人が自ら進んで環境づくりに取り組

むまちをめざします。 

20 年・30 年先の松阪の姿を考え、みんなで協力して行動できるまち 
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７．施策の展開の体系 
 

 環境ビジョンに示したまちの実現に向け、６つの基本目標を掲げるとともに、２０の施策

を展開しています。 
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８．計画の推進 
 
 計画をより効果的かつ効率的に推進するため、「ＩＳＯ１４００１」のＰＤＣＡサイクル

を活用して本計画の進行管理を行うこととしています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪進行管理の仕組み≫ 

 
 環境施策に関する事業の担当部署ごとに、本計画に関連する事業の一覧を作成し、その

内容を環境課において本計画の施策体系に基づいて整理を行います（「第２章 環境基本

計画関連事業一覧」を参照）。その中から、①本計画の環境目標（「第４章 環境基本計画

における環境目標の進捗状況」を参照）に関連性の高い事業、②長期的に実施する事業で、

本計画の基本目標の達成に効果的な事業、の２点のいずれかに該当する事業を中心に、特

に重要な事業（以下「重点事業」という）の選定を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＰＬＡＮ 
・環境基本計画関連事業に

おける重点事業の選定 

・重点事業に関する年度目

標の設定 
ＤＯ 
 ・事業の実施 

ＣＨＥＣＫ 
・年度評価の作成 

・環境審議会で年度評価に

ついての意見聴取 

ＡＣＴＩＯＮ 
・市長による評価の確認 

・次年度以降の見直し 
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重点事業として選定された事業の担当部署は、重点事業ごとにその事業の年度目標を

設定します。そして年度末に、年度目標に対する自己評価を行い、環境部長に報告しま

す。 
重点事業の事業概要と年度目標の内容、そして年度評価については、環境審議会に報

告し意見を求めます。年度評価はまた、環境審議会の意見を付して市長に報告し、次年

度以降の見直しに活かします。 
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第２章 環境基本計画関連事業一覧 
 

 

平成２０年度時点における、環境基本計画関連事業の一覧を次ページ以降に掲載していま

す（担当部署名や事業の実施スケジュールなどが平成２１年度になって変更されているもの

がありますが、それらの変更については反映しておりません）。 
 
これらの事業の中から、 

① 「松阪市環境基本計画」の環境目標に関連性の高い事業 
② 長期的に実施する事業で、「松阪市環境基本計画」の基本目標の達成に効果的な事業 

の２点のいずれかに該当する事業を中心に、重点事業（表中で「◎」がつけられている事

業）を選定しています。 

 

・事業名の前に＊印がついている事業は、複数の施策に該当する事業で、再掲である 
ことを示すものです。 

・環境基本計画の施策に該当する事業が、平成２０年度時点で予定されていないもの 
については、関連事業名等が空欄になっています。 

  ・施策の担当となる部署で、平成２０年度時点で事業実施の予定がない場合も、関連事

業名等が空欄になっています。 
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目
標

施
策

テ
ー

マ
施

策
の

内
容

ウ
-
 林

業
の

経
営

安
定

の
推

進

ア
-
 林

業
基

盤
の

整
備

１
）
森

林
の

保
全

と
林

業
の

活
性

化
１

．
健

全
な

水
循

環
の

回
復

と
維

持

エ
-
 森

林
保

全
に

向
け

た
取

り
組

み
の

推
進
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1
9

2
0

2
1

2
2

2
3 以 降

部
門

名
課

室
名

河
川

改
良

単
独

事
業

○
○

○
○

○
建

設
部

土
木

課

県
営

た
め

池
等

整
備

事
業

○
○

○
○

○
農

林
水

産
部

農
村

整
備

課

海
岸

保
全

施
設

整
備

事
業

○
○

○
○

○
農

林
水

産
部

農
林

水
産

課

県
単

松
ヶ

崎
漁

港
改

良
事

業
○

○
○

農
林

水
産

部
農

林
水

産
課

環
境

部
環

境
課

建
設

部
土

木
課

ア
-
 貴

重
な

動
植

物
の

生
息

・
生

育
調

査
及

び
情

報
提

供
ネ

イ
チ

ャ
ー

マ
ッ

プ
作

成
事

業
○

環
境

部
環

境
課

嬉
野

宇
気

郷
や

ま
ゆ

り
保

存
事

業
（
地

域
づ

く
り

支
援

事
業

補
助

金
）

○
○

○
○

嬉
野

地
域

振
興

局
地

域
振

興
課

は
ぜ

ゆ
り

増
殖

研
究

事
業

（
地

域
づ

く
り

支
援

事
業

補
助

金
）

○
○

飯
高

地
域

振
興

局
地

域
振

興
課

環
境

保
全

審
議

会
事

業
随

時
開

催
環

境
部

環
境

課

天
然

記
念

物
活

用
事

業
○

○
○

○
○

教
育

委
員

会
文

化
課

ウ
-
 緑

地
・
里

山
等

の
保

全

エ
-
 自

然
体

験
学

習
の

推
進

環
境

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

会
議

事
業

○
○

○
○

○
環

境
部

環
境

課

飯
高

地
域

資
源

活
用

交
流

施
設

管
理

事
業

○
○

○
○

○
飯

高
地

域
振

興
局

地
域

整
備

課

グ
リ

ー
ン

ツ
ー

リ
ズ

ム
推

進
事

業
補

助
金

○
商

工
観

光
部

商
工

観
光

課

県
営

経
営

体
育

成
基

盤
整

備
事

業
負

担
金

○
○

○
○

○
農

林
水

産
部

農
村

整
備

課

ベ
ル

フ
ァ

ー
ム

施
設

管
理

事
業

○
○

○
○

○
農

林
水

産
部

農
林

水
産

課

飯
高

緑
資

源
機

構
分

収
造

林
事

業
○

○
○

○
○

農
林

水
産

部
農

林
水

産
課

（林
業

振
興

室
）

稚
鮎

等
放

流
事

業
補

助
金

○
○

○
○

○
農

林
水

産
部

農
林

水
産

課

川
鵜

対
策

事
業

○
○

○
○

○
農

林
水

産
部

農
林

水
産

課

イ
-
 海

岸
環

境
の

充
実

ア
-
 環

境
に

配
慮

し
た

河
川

等
の

整
備

担
当

部
署

重 点 事 業

年
度

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

関
連

事
業

事
業

名
（
予

算
の

な
い

事
業

も
含

む
）

環
境

基
本

計
画

基
本

目
標

施
策

テ
ー

マ
施

策
の

内
容

２
．

多
様

な
生

態
系

と
自

然
環

境
の

保
全

及
び

回
復

と
動

植
物

の
保

護

２
）
良

好
な

水
辺

空
間

の
形

成
１

．
健

全
な

水
循

環
の

回
復

と
維

持

イ
-
 環

境
に

配
慮

し
た

漁
業

の
推

進イ
-
 貴

重
な

動
植

物
の

生
息

・
生

育
環

境
の

保
護

ア
-
 環

境
と

調
和

の
と

れ
た

農
業

の
推

進
２

）
自

然
環

境
に

配
慮

し
た

土
地

利
用

の
促

進

１
）
貴

重
な

動
植

物
の

生
息

・
生

育
環

境
の

保
全

ウ
-
 市

民
参

加
に

よ
る

河
川

、
海

岸
等

の
環

境
保

全
活

動
の

促
進
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1
9

2
0

2
1

2
2

2
3 以 降

部
門

名
課

室
名

２
．

多
様

な
生

態
系

と
自

然
環

境
の

保
全

及
び

回
復

と
動

植
物

の
保

護
２

）
自

然
環

境
に

配
慮

し
た

土
地

利
用

の
促

進
イ

-
 環

境
に

配
慮

し
た

漁
業

の
推

進
水

産
資

源
増

殖
事

業
○

○
○

○
○

農
林

水
産

部
農

林
水

産
課

大
気

環
境

調
査

事
業

○
○

○
○

○
環

境
部

環
境

課

事
業

場
調

査
事

業
○

○
○

○
○

環
境

部
環

境
課

松
阪

駅
西

地
区

整
備

事
業

（
ま

ち
づ

く
り

交
付

金
）

○
○

○
○

建
設

部
都

市
計

画
課

市
街

地
循

環
バ

ス
運

行
事

業
○

○
○

○
○

◎
商

工
観

光
部

商
工

観
光

課

地
域

バ
ス

等
交

通
シ

ス
テ

ム
事

業
○

○
○

○
○

商
工

観
光

部
商

工
観

光
課

飯
南

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

バ
ス

運
行

事
業

○
○

○
○

○
商

工
観

光
部

商
工

観
光

課

ウ
-
 環

境
に

配
慮

し
た

自
動

車
利

用
広

報
啓

発
事

業
○

○
○

○
○

環
境

部
環

境
課

関
連

公
共

下
水

道
事

業
○

○
○

○
○

◎
下

水
道

部
下

水
道

管
理

課

関
連

公
共

下
水

道
事

業
○

○
○

○
○

◎
嬉

野
地

域
振

興
局

下
水

道
室

特
定

環
境

保
全

公
共

下
水

道
事

業
○

○
○

○
○

◎
三

雲
地

域
振

興
局

下
水

道
室

農
業

集
落

排
水

事
業

（
小

野
、

高
木

）
○

○
○

○
○

農
林

水
産

部
農

村
整

備
課

農
業

集
落

排
水

事
業

（
須

賀
・
川

北
ク

リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
）

○
○

○
○

○
嬉

野
地

域
振

興
局

地
域

整
備

課

三
雲

農
業

集
落

排
水

管
理

事
業

○
○

○
○

○
三

雲
地

域
振

興
局

地
域

整
備

課

浄
化

槽
設

置
促

進
事

業
○

○
○

○
○

◎
環

境
部

環
境

課

浄
化

槽
市

町
村

整
備

事
業

○
○

○
○

○
◎

飯
南

地
域

振
興

局
地

域
整

備
課

一
般

廃
棄

物
処

理
基

本
計

画
策

定
事

業
○

環
境

部
環

境
課

環
境

啓
発

活
動

事
業

○
○

○
○

○
環

境
部

環
境

課

生
活

排
水

対
策

推
進

協
議

会
事

業
○

○
○

○
○

環
境

部
環

境
課

ウ
-
 事

業
所

排
水

に
よ

る
水

質
汚

濁
の

防
止

＊
事

業
場

調
査

事
業

○
○

○
○

○
環

境
部

環
境

課

担
当

部
署

重 点 事 業

年
度

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

関
連

事
業

事
業

名
（
予

算
の

な
い

事
業

も
含

む
）

環
境

基
本

計
画

基
本

目
標

施
策

テ
ー

マ
施

策
の

内
容

ア
-
 事

業
所

等
か

ら
の

大
気

汚
染

対
策

イ
-
 環

境
に

や
さ

し
い

交
通

体
系

の
整

備

１
）
大

気
汚

染
の

防
止

３
．

都
市

生
活

型
公

害
及

び
産

業
公

害
の

防
止

と
予

防

ア
-
 生

活
排

水
処

理
施

設
の

整
備

促
進

イ
-
 生

活
排

水
対

策
に

関
す

る
啓

発

２
）
水

質
汚

濁
の

防
止
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1
9

2
0

2
1

2
2

2
3 以 降

部
門

名
課

室
名

２
）
水

質
汚

濁
の

防
止

ウ
-
 事

業
所

排
水

に
よ

る
水

質
汚

濁
の

防
止

水
質

環
境

調
査

事
業

○
○

○
○

○
環

境
部

環
境

課

＊
水

質
環

境
調

査
事

業
○

○
○

○
○

環
境

部
環

境
課

＊
事

業
場

調
査

事
業

○
○

○
○

○
環

境
部

環
境

課

＊
大

気
環

境
調

査
事

業
○

○
○

○
○

環
境

部
環

境
課

＊
水

質
環

境
調

査
事

業
○

○
○

○
○

環
境

部
環

境
課

ア
-
 事

業
所

に
対

す
る

騒
音

、
振

動
対

策
＊

事
業

場
調

査
事

業
○

○
○

○
○

環
境

部
環

境
課

イ
-
 環

境
騒

音
、

道
路

交
通

振
動

へ
の

対
応

騒
音

・
振

動
調

査
事

業
○

○
○

○
○

環
境

部
環

境
課

＊
事

業
場

調
査

事
業

○
○

○
○

○
環

境
部

環
境

課

畜
産

農
家

指
導

事
業

○
○

○
○

○
農

林
水

産
部

農
林

水
産

課

ア
-
 ご

み
の

野
外

焼
却

の
抑

制
近

隣
公

害
対

策
指

導
事

業
○

○
○

○
○

環
境

部
環

境
課

イ
-
 ふ

ん
害

に
関

す
る

取
り

組
み

の
推

進
畜

犬
登

録
等

事
業

○
○

○
○

○
環

境
部

環
境

課

ウ
-
 地

域
主

導
に

よ
る

未
然

防
止

の
取

り
組

み
の

推
進

環
境

部
環

境
課

都
市

景
観

推
進

事
業

○
○

○
○

○
建

設
部

都
市

計
画

課

景
観

形
成

総
合

支
援

事
業

○
○

○
○

建
設

部
都

市
計

画
課

景
観

保
全

整
備

事
業

補
助

金
○

○
○

○
○

教
育

委
員

会
文

化
課

文
化

財
保

存
整

備
事

業
補

助
金

○
○

○
○

○
教

育
委

員
会

文
化

課

歴
史

的
建

造
物

公
開

事
業

○
○

○
○

○
教

育
委

員
会

文
化

課

原
田

二
郎

旧
宅

保
存

整
備

活
用

事
業

○
○

○
○

教
育

委
員

会
文

化
課

イ
-
 名

勝
、

天
然

記
念

物
の

保
存

と
回

復
＊

天
然

記
念

物
活

用
事

業
○

○
○

○
○

教
育

委
員

会
文

化
課

ウ
-
 文

化
財

の
保

護
と

活
用

史
跡

管
理

事
業

○
○

○
○

○
教

育
委

員
会

文
化

課

担
当

部
署

重 点 事 業

年
度

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

関
連

事
業

事
業

名
（
予

算
の

な
い

事
業

も
含

む
）

環
境

基
本

計
画

基
本

目
標

施
策

テ
ー

マ
施

策
の

内
容

３
．

都
市

生
活

型
公

害
及

び
産

業
公

害
の

防
止

と
予

防

４
．

歴
史

文
化

の
薫

る
魅

力
あ

る
都

市
景

観
の

形
成

と
や

す
ら

ぎ
あ

る
都

市
空

間
づ

く
り

５
）
近

隣
公

害
対

策

１
）
歴

史
文

化
遺

産
の

保
護

と
活

用３
）
有

害
化

学
物

質
へ

の
対

応

４
）
騒

音
・
振

動
及

び
悪

臭
の

対
策

ア
-
 有

害
化

学
物

質
に

よ
る

地
下

水
汚

染
へ

の
対

策

イ
-
 ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

等
の

対
策

ウ
-
 悪

臭
へ

の
対

応

ア
-
 歴

史
文

化
的

景
観

の
保

護
と

活
用
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1
9

2
0

2
1

2
2

2
3 以 降

部
門

名
課

室
名

宝
塚

古
墳

公
園

保
存

管
理

事
業

○
○

○
○

○
教

育
委

員
会

文
化

課

文
化

財
保

存
計

画
・
整

備
事

業
○

教
育

委
員

会
文

化
課

＊
文

化
財

保
存

整
備

事
業

補
助

金
○

○
○

○
○

◎
教

育
委

員
会

文
化

課

天
白

遺
跡

保
存

整
備

事
業

○
○

○
○

○
教

育
委

員
会

文
化

課

地
域

文
化

財
普

及
事

業
○

○
○

○
○

教
育

委
員

会
文

化
課

＊
歴

史
的

建
造

物
公

開
事

業
○

○
○

○
○

教
育

委
員

会
文

化
課

嬉
野

八
田

城
山

保
存

整
備

事
業

（
地

域
づ

く
り

支
援

事
業

補
助

金
）

○
○

○
○

嬉
野

地
域

振
興

局
地

域
振

興
課

無
形

民
俗

文
化

財
保

存
活

用
補

助
金

○
○

○
○

○
教

育
委

員
会

文
化

課

無
形

文
化

財
保

存
活

用
事

業
○

○
○

○
○

教
育

委
員

会
文

化
課

＊
海

岸
保

全
施

設
整

備
事

業
○

○
○

○
○

農
林

水
産

部
農

林
水

産
課

＊
県

単
松

ヶ
崎

漁
港

改
良

事
業

○
○

○
農

林
水

産
部

農
林

水
産

課

＊
都

市
景

観
推

進
事

業
○

○
○

○
○

建
設

部
都

市
計

画
課

＊
景

観
形

成
総

合
支

援
事

業
○

○
○

○
建

設
部

都
市

計
画

課

教
育

委
員

会
文

化
課

＊
都

市
景

観
推

進
事

業
○

○
○

○
○

建
設

部
都

市
計

画
課

＊
景

観
形

成
総

合
支

援
事

業
○

○
○

○
建

設
部

都
市

計
画

課

屋
外

広
告

物
事

業
○

○
○

○
○

建
設

部
都

市
計

画
課

松
阪

駅
松

阪
港

線
道

路
整

備
事

業
○

○
建

設
部

土
木

課

高
町

松
江

岩
内

線
街

路
事

業
○

建
設

部
土

木
課

教
育

委
員

会
文

化
課

ウ
-
 快

適
な

都
市

景
観

の
形

成

担
当

部
署

重 点 事 業

年
度

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

関
連

事
業

事
業

名
（
予

算
の

な
い

事
業

も
含

む
）

環
境

基
本

計
画

基
本

目
標

施
策

テ
ー

マ
施

策
の

内
容

ウ
-
 文

化
財

の
保

護
と

活
用

２
）
個

性
豊

か
な

美
し

い
景

観
づ

く
り

の
推

進

１
）
歴

史
文

化
遺

産
の

保
護

と
活

用
４

．
歴

史
文

化
の

薫
る

魅
力

あ
る

都
市

景
観

の
形

成
と

や
す

ら
ぎ

あ
る

都
市

空
間

づ
く
り

エ
-
 生

活
文

化
や

伝
統

文
化

の
継

承
と

振
興

ア
-
 美

し
い

山
並

み
と

海
岸

線
を

活
か

し
た

自
然

景
観

の
形

成

イ
-
 魅

力
あ

る
農

山
漁

村
景

観
の

形
成
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1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

以 降
部

門
名

課
室

名

＊
都

市
景

観
推

進
事

業
○

○
○

○
○

建
設

部
都

市
計

画
課

＊
景

観
形

成
総

合
支

援
事

業
○

○
○

○
建

設
部

都
市

計
画

課

＊
景

観
保

全
整

備
事

業
補

助
金

○
○

○
○

○
教

育
委

員
会

文
化

課

＊
文

化
財

保
存

整
備

事
業

補
助

金
○

○
○

○
○

教
育

委
員

会
文

化
課

オ
- 

制
度

を
利

用
し

た
景

観
の

形
成

＊
都

市
景

観
推

進
事

業
○

○
○

○
○

◎
建

設
部

都
市

計
画

課

カ
-
 市

民
等

と
の

協
働

に
よ

る
景

観
の

形
成

＊
都

市
景

観
推

進
事

業
○

○
○

○
○

建
設

部
都

市
計

画
課

総
合

運
動

公
園

建
設

事
業

○
○

○
○

○
◎

建
設

部
土

木
課

木
場

公
園

建
設

事
業

○
○

○
○

建
設

部
土

木
課

都
市

公
園

整
備

事
業

○
○

○
○

○
建

設
部

土
木

課

公
共

用
施

設
等

へ
の

苗
木

の
配

布
（
緑

化
用

原
材

料
費

）
○

○
○

○
○

農
林

水
産

部
農

林
水

産
課

（林
業

振
興

室
）

建
設

部
都

市
計

画
課

建
設

部
土

木
課

ウ
-
 緑

化
意

識
の

啓
発

の
推

進
種

子
球

根
の

配
布

（
都

市
緑

化
啓

発
事

業
）

○
○

○
○

○
建

設
部

土
木

課

交
通

施
設

バ
リ

ア
フ

リ
ー

化
設

備
整

備
補

助
事

業
（近

鉄
伊

勢
中

川
駅

構
内

エ
レ

ベ
ー

タ
等

設
置

補
助

）
○

○
建

設
部

都
市

計
画

課

＊
松

阪
駅

松
阪

港
線

道
路

整
備

事
業

○
○

建
設

部
土

木
課

＊
高

町
松

江
岩

内
線

街
路

事
業

○
建

設
部

土
木

課

イ
-
 バ

リ
ア

フ
リ

ー
の

ま
ち

づ
く
り

の
推

進
バ

リ
ア

フ
リ

ー
の

ま
ち

づ
く
り

活
動

事
業

○
○

○
○

○
総

合
政

策
部

政
策

課

私
の

町
う

れ
し

の
を

美
し

く
す

る
運

動
事

業
○

○
○

○
○

嬉
野

地
域

振
興

局
地

域
住

民
課

リ
サ

イ
ク

ル
事

業
○

○
○

○
○

環
境

部
資

源
循

環
推

進
課

ご
み

減
量

対
策

事
業

○
○

○
○

○
環

境
部

資
源

循
環

推
進

課

５
．

循
環

型
地

域
社

会
の

構
築

と
地

球
環

境
の

保
全

４
．

歴
史

文
化

の
薫

る
魅

力
あ

る
都

市
景

観
の

形
成

と
や

す
ら

ぎ
あ

る
都

市
空

間
づ

く
り

ア
- 

交
通

、
施

設
に

お
け

る
バ

リ
ア

フ
リ

ー
の

推
進

ア
- 

ご
み

の
減

量
化

と
再

使
用

・再
資

源
化

の
推

進
１

）
ご

み
の

減
量

化
と

再
利

用
の

促
進

４
）
公

共
空

間
に

お
け

る
バ

リ
ア

フ
リ

ー
化

の
推

進

エ
- 

「
松

阪
ら

し
さ

」
の

あ
る

歴
史

文
化

的
景

観
の

形
成

ア
- 

公
園

・
緑

地
の

整
備

イ
-
 緑

地
の

保
全

と
緑

化
の

推
進

３
）
公

園
・
緑

地
の

整
備

２
）
個

性
豊

か
な

美
し

い
景

観
づ

く
り

の
推

進

基
本

目
標

施
策

テ
ー

マ
施

策
の

内
容

担
当
部

署
重 点 事 業

年
度

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

関
連

事
業

事
業

名
（
予

算
の

な
い

事
業

も
含

む
）

環
境

基
本

計
画
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1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

以 降
部

門
名

課
室

名

マ
イ

バ
ッ

グ
持

参
運

動
事

業
○

○
環

境
部

環
境

課

三
雲

リ
サ

イ
ク

ル
事

業
○

○
○

○
○

三
雲

地
域

振
興

局
地

域
住

民
課

松
阪

を
美

し
く
す

る
運

動
推

進
事

業
補

助
金

○
○

○
○

○
教

育
委

員
会

い
き

が
い

学
習

課

資
源

物
集

団
回

収
活

動
補

助
金

○
○

○
○

◎
環

境
部

資
源

循
環

推
進

課

資
源

物
集

団
回

収
活

動
補

助
金

○
○

○
○

○
嬉

野
地

域
振

興
局

地
域

住
民

課

資
源

物
集

団
回

収
活

動
補

助
金

○
○

○
○

○
三

雲
地

域
振

興
局

地
域

住
民

課

資
源

物
集

団
回

収
活

動
補

助
金

○
○

○
○

○
飯

南
地

域
振

興
局

地
域

住
民

課

資
源

物
集

団
回

収
活

動
補

助
金

○
○

○
○

○
飯

高
地

域
振

興
局

地
域

住
民

課

嬉
野

地
区

リ
サ

イ
ク

ル
事

業
○

○
○

○
○

嬉
野

地
域

振
興

局
地

域
住

民
課

飯
南

地
区

リ
サ

イ
ク

ル
事

業
○

○
○

○
○

飯
南

地
域

振
興

局
地

域
住

民
課

飯
高

地
区

リ
サ

イ
ク

ル
事

業
○

○
○

○
○

飯
高

地
域

振
興

局
地

域
住

民
課

広
報

啓
発

事
業

○
○

○
○

○
環

境
部

資
源

循
環

推
進

課

＊
リ

サ
イ

ク
ル

事
業

○
○

○
○

○
環

境
部

資
源

循
環

推
進

課

＊
ご

み
減

量
対

策
事

業
○

○
○

○
○

環
境

部
資

源
循

環
推

進
課

生
ご

み
処

理
機

購
入

補
助

金
○

○
○

○
○

環
境

部
資

源
循

環
推

進
課

ご
み

処
理

基
盤

施
設

建
設

事
業

○
○

○
○

環
境

部
資

源
循

環
推

進
課

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー
建

設
事

業
○

○
○

環
境

部
資

源
循

環
推

進
課

２
）
環

境
産

業
の

育
成

ア
- 

環
境

産
業

の
誘

致
・
集

積
企

業
誘

致
推

進
事

業
○

○
○

○
○

商
工

観
光

部
企

業
立

地
推

進
室

不
燃

物
処

理
事

業
（
施

設
維

持
管

理
を

含
む

）
○

○
○

○
○

環
境

部
清

掃
事

業
課

焼
却

事
業

（
施

設
維

持
管

理
を

含
む

）
○

○
○

○
○

環
境

部
清

掃
事

業
課

ア
- 

ご
み

処
理

施
設

の
計

画
的

な
整

備
の

推
進

担
当
部

署
重 点 事 業

年
度

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

関
連

事
業

事
業

名
（
予

算
の

な
い

事
業

も
含

む
）

環
境

基
本

計
画

基
本

目
標

施
策

テ
ー

マ
施

策
の

内
容

３
）
ご

み
の

適
正

処
理

イ
-
 市

民
、

事
業

者
の

ご
み

減
量

、
再

資
源

化
へ

の
取

り
組

み
の

支
援

ア
- 

ご
み

の
減

量
化

と
再

使
用

・再
資

源
化

の
推

進
１

）
ご

み
の

減
量

化
と

再
利

用
の

促
進

５
．

循
環

型
地

域
社

会
の

構
築

と
地

球
環

境
の

保
全
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1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

以 降
部

門
名

課
室

名

最
終

処
分

場
事

業
○

○
○

○
○

環
境

部
清

掃
事

業
課

＊
ご

み
処

理
基

盤
施

設
建

設
事

業
○

○
○

○
環

境
部

資
源

循
環

推
進

課

＊
リ

サ
イ

ク
ル

セ
ン

タ
ー

建
設

事
業

○
○

○
環

境
部

資
源

循
環

推
進

課

イ
-
 ご

み
の

収
集

業
務

の
円

滑
化

塵
芥

収
集

事
業

○
○

○
○

○
環

境
部

清
掃

事
業

課

ウ
-
 ご

み
の

不
法

投
棄

の
防

止
自

治
会

連
合

会
不

法
投

棄
パ

ト
ロ

ー
ル

事
業

○
○

○
○

○
嬉

野
地

域
振

興
局

地
域

振
興

課

ア
- 

家
庭

に
お

け
る

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

へ
の

取
り

組
み

の
促

進
＊

広
報

啓
発

事
業

○
○

○
○

○
環

境
部

環
境

課

イ
-
 率

先
し

た
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
へ

の
取

り
組

み
環

境
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
運

用
事

業
○

○
○

○
○

環
境

部
環

境
課

ウ
-
 身

近
な

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
普

及
・
啓

発
家

庭
用

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

設
備

設
置

支
援

事
業

○
○

○
○

○
◎

環
境

部
環

境
課

エ
- 

地
域

資
源

を
活

用
し

た
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

創
造

＊
木

質
バ

イ
オ

マ
ス

推
進

事
業

○
○

◎
農

林
水

産
部

農
林

水
産

課
（林

業
振

興
室

）

地
域

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

ビ
ジ

ョ
ン

策
定

事
業

○
環

境
部

環
境

課

中
学

校
等

給
食

セ
ン

タ
ー

建
設

事
業

○
○

教
育

委
員

会
体

育
保

健
課

ア
- 

二
酸

化
炭

素
の

排
出

削
減

に
向

け
た

総
合

的
な

取
り

組
み

の
推

進
＊

地
域

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

ビ
ジ

ョ
ン

策
定

事
業

○
環

境
部

環
境

課

イ
-
 二

酸
化

炭
素

の
排

出
削

減
に

向
け

た
率

先
取

り
組

み
の

推
進

＊
環

境
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
運

用
事

業
○

○
○

○
○

◎
環

境
部

環
境

課

＊
環

境
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
会

議
事

業
○

○
○

○
○

環
境

部
環

境
課

＊
マ

イ
バ

ッ
グ

持
参

運
動

事
業

○
○

環
境

部
環

境
課

＊
環

境
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
会

議
事

業
○

○
○

○
○

◎
環

境
部

環
境

課

＊
マ
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第３章 重点事業の実施状況 
 
 
重点事業及び事業目標一覧 

基本目標 施策テーマ 重点事業名 平成２０年度 

における事業目標 

担当部署 

①木質バイオマス推

進事業 

 

木質バイオマス熱供給施設

の整備補助を行う 

農林水産部 

農林水産課 

②地域材活用学校

環境整備事業 

学校施設における地域材の

利用を促進する 

 

教育委員会 

教育総務課 

③森林再生CO2吸

収量確保対策事業 

環境林における間伐を実施

する（施業実施面積：128ha） 

 

農林水産部 

農林水産課 

１．健全な水循環

の回復と維持 

森林の保全と林

業の活性化 

④森林環境創造事

業 

環境林における間伐を実施

する（施業実施面積：86ha） 

 

農林水産部 

農林水産課 

大気汚染の防止 ⑤市街地循環バス

運行事業 

 

鈴の音バスの利用者を増や

す（年間利用者数：91,200

人） 

商工観光部 

商工観光課 

⑥関連公共下水道

事業 

本庁管内の下水道接続件数

を700件以上とする 

 

下水道部 

下水道管理課 

⑦関連公共下水道

事業 

嬉野管内の下水道接続件数

を250件以上とする 

 

嬉野地域振興局

下水道室 

⑧特定環境保全公

共下水道事業 

三雲管内の下水道接続件数

を150件以上とする 

 

三雲地域振興局

下水道室 

⑨浄化槽設置促進

事業 

合併処理浄化槽設置の一部

補助を行う（補助基数：400

基） 

環境部 

環境課 

３．都市生活型公

害及び産業公害

の防止と予防 

水質汚濁の防止 

⑩浄化槽市町村整

備事業 

飯南・飯高管内の合併処理

浄化槽の設置を進める（設

置基数：50基） 

飯南地域振興局

地域整備課 

歴史文化遺産の

保護と活用 

⑪文化財保存整備

事業補助金 

重要文化財建造物御城番屋

敷の保存整備に対する補助

を行う（保存整備内容：西棟

の修理） 

教育委員会 

文化課 

景観計画を策定する 

景観条例を制定する 

大規模行為の届出制度を開

始する 

個性豊かな美し

い景観づくりの

推進 

⑫都市景観推進事

業 

 

重点地区（候補）の修景整備

を推進する 

建設部 

都市計画課 

４．歴史文化の薫

る魅力ある都市

景観の形成とや

すらぎある都市空

間づくり 

公園・緑地の整

備 

⑬総合運動公園建

設事業 

 

総合運動公園の整備を進め

る 

（造成盛土工Ｖ＝170,000ｍ3  

 Ｂ調整池・Ｃ調整池建設 

 事業認可区域内の26.5ｈa

の敷地造成完了） 

建設部 

土木課 
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基本目標 施策テーマ 重点事業名 平成２０年度 

における事業目標 

担当部署 

ごみの減量化と

再利用の促進 

⑭資源物集団回収

活動補助金 

本庁管内における集団回収

量を2,000トン以上とする 

環境部 

資源循環推進課

⑮家庭用新エネル

ギー設備設置支援

事業 

住宅用太陽光発電システム

設置の一部補助を行う（補助

対象件数：80件） 

環境部 

環境課 

省エネルギー・

新エネルギーの

推進 

①木質バイオマス推

進事業  ※再掲 

 

木質バイオマス熱供給施設

の整備補助を行う （再掲） 

農林水産部 

農林水産課 

５．循環型地域社

会の構築と地球

環境の保全 

地球温暖化の防

止 

⑯環境マネジメント

システム運用事業 

市有施設における温室効果

ガス排出量を平成17年度実

績比2％以上削減する 

環境部 

環境課 

パートナーシップ

の仕組みづくり 

⑰環境パートナーシ

ップ会議事業 

パートナーシップ会議の設立

及び交流会を開催する 

環境部 

環境課 

６．環境教育・環

境学習の充実と

仕組みづくり 
環境教育・環境

学習の推進 

⑱学校エコチャレン

ジ事業 

学校環境ＩＳＯの認定校の更

新を25校行う 

教育委員会 

学校支援課 
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 重点事業１  木質バイオマス推進事業          
【農林水産部農林水産課】 

 
 
 

 

   
 
 

 

   
 

【事業概要】 
 
   循環型社会の観点から、松阪市及び周辺地域に存する林地残材（間伐材）や、製

材所からの木材端材等の未利用資源を木質バイオマスエネルギーとして有効活用

するチップ化施設、及び木材チップを燃料とするボイラー施設を整備する。 
 

・事業内容：木質資源利用ボイラー施設建設に係る補助金 
            （ブロワ棟、原料ヤード棟、ボイラー機器等） 

・補助金額：４６４，１４７千円（総事業費１，０４１，８９４千円） 
     県費１０／１０ 

・建設場所：松阪市嬉野新屋庄町地内 
・補助事業主体：松阪木質バイオマス熱利用協同組合 

 
【平成 20 年度の事業目標】 
 
  木質バイオマス熱供給施設の整備補助を行う 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
   木材チップを燃料とするボイラー施設が完成したことにより、今後も木材の未利

用資源をバイオマスエネルギーとして利活用していく。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 
 
   木質バイオマス施設であるこ

とから、原料となる木質チップの

確保が必要であり、木材の未利用

資源等の有効利用推進が重要と

なる。 
 

施策テーマ……森林の保全と林業の活性化

基本目標 １．健全な水循環の回復と維持

施策テーマ……省エネルギー・新エネルギーの推進 

基本目標 ５．循環型地域社会の構築と地球環境の保全
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 重点事業２  地域材活用学校環境整備事業        
 【教育委員会事務局教育総務課】 

 
 
 

 

   
 

【事業概要】 
 
   市内小学校に対し、木に親しむ環境づくりと地場産業の活性化を目的に、地域材

を利用した木製の机・椅子を導入整備する。 
 

【平成 20 年度の事業目標】 
 
  学校施設における地域材の利用を促進する 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
   当事業は平成 18 年度より開始し、市内の小学校全児童数約 9,000 組を目標に整

備を行っている。本年度も地元森林組合と契約し 1 学年分 1,500 組を導入した。

これにより対象の 67%（4 学年分）が整備完了した。次年度も 1,500 組の導入を

計画する。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   特になし 

施策テーマ……森林の保全と林業の活性化

基本目標 １．健全な水循環の回復と維持
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 重点事業３  森林再生 CO2 吸収量確保対策事業      
【農林水産部農林水産課】 

 
 
 

 

   
 

【事業概要】 
 
   森林所有者から森林組合等の認定事業体に 20 年間管理委託された森林（環境

林・水土保全林）を公共財として位置付け、認定林業事業体が策定する環境林整備

計画に基づいて、下草や広葉樹の導入を目的とした間伐を継続的に実施することで、

森林のもつ多様な公益的機能の高度発揮を目的として実施する公共事業。 
 

・事業内容：間伐１２８ｈａ 
        （本庁管内８ｈａ／飯南管内２０ｈａ／飯高管内１００ｈａ） 

 
【平成 20 年度の事業目標】 
 
  環境林における間伐を実施する（施業実施面積：128ha） 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
   森林再生 CO2 吸収量確保対策事業により間伐の実施を行ったが、目標面積より

多くの実績が上げられた。 
 

◆間伐の実績 合計 176.78ha（飯南管内 15.35ha/飯高管内 161.43ha） 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   今後も間伐事業を実施して、二酸化炭素排出削減等の地球温暖化防止事業の役

割を果たしていきたい。 

施策テーマ……森林の保全と林業の活性化

基本目標 １．健全な水循環の回復と維持
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 重点事業４  森林環境創造事業             
【農林水産部農林水産課】 

 
 
 

 

   
 

【事業概要】 
 
   森林所有者から森林組合等の認定事業体に 20 年間管理委託された森林（環境

林・水土保全林）を公共財として位置付け、認定林業事業体が策定する環境林整備

計画に基づいて、下草や広葉樹の導入を目的とした間伐を継続的に実施することで、

森林のもつ多様な公益的機能の高度発揮を目的として実施する公共事業。 
 

・事業内容：間伐８６ｈａ 
        （飯南管内６６ｈａ／飯高管内１０ｈａ／嬉野管内１０ｈａ） 

 
【平成 20 年度の事業目標】 
 
  環境林における間伐を実施する（施業実施面積：86ha） 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
 環境創造事業により、間伐の実施を行ったが、目標面積より多くの間伐が実施で

きた。 
 
◆間伐の実績 合計 96.80ha 

（飯南管内 64.38ha/飯高管内 23.32ha/嬉野管内 9.1ha） 
◆下刈りの実績 合計 11.38ha（飯南管内） 

 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   今後も間伐事業を実施して、地球温暖化防止と自然環境保全のため事業の展開

を行っていきたい。

施策テーマ……森林の保全と林業の活性化

基本目標 １．健全な水循環の回復と維持
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 重点事業５  市街地循環バス運行事業          
【商工観光部商工観光課】 

 
 
 

 

   
 

【事業概要】 
 
   市街地循環バスを運行することで、中心市街地の交流活動の活発化、市街地商店

街等の活性化が図れ、市民の交通利便性の向上を図ることで、高齢者や障害者など

の方に対して買物・通院等の移動手段の確保、地域間における市民のコミュニケー

ションを促進するとともに、市全体の公共交通体系の形成を行なう。 
 

【平成 20 年度の事業目標】 
 
  鈴の音バスの利用者を増やす（年間利用者数：91,200 人） 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標未達成 

 
 平成 20 年度の 4 月から 6 月の間バスの利用者数は、原油価格の高騰によりマイ

カー利用を自粛し、バスへの乗換えもあり前年同月比 10％の増と順調に推移して

いた。しかし、原油価格に落ち着きが見始められた頃から利用客の減少が始まり、

更に、秋以降の景気後退のなかで人の交流活動も低迷したことで平成 20 年度のバ

ス利用者は 86,612 人となり目標を達成できなかった。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
    昨年末から続く世界的な景気の後退や、原油価格の変動が 20 年度のバスの利用

者数に大きく影響した。この様な経済状況を予測することは非常に困難であり、

環境目標を達成できなかったことは止むを得なかったと思われる。 
このようななか、20 年度にコミュニティ交通運行時刻表を作成し、バスの利用

者への積極的な情報発信を行うとともに、21 年度は公共交通の活性化の図るため

シンポジウムを計画してい

る。今後も継続してバスの

利用の促進を積極的に行な

うことで利用者の増につな

げていきたい。 
  

施策テーマ……大気汚染の防止 

基本目標 ３．都市生活型公害及び産業公害の防止と予防 
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 重点事業６  関連公共下水道事業            
【下水道部下水道管理課】 

 
 
 

 

   
 

【事業概要】 
 
   水質汚濁防止対策として、公共下水道への接続の啓発を行い、生活排水対策に努

めます。特に、今年度から水洗化補助金等制度の改正を行なったことのＰＲを含め、

市民の接続意識の向上を図り、下水道の普及を促進します。 
   事業の実施内容としては、①広報等による啓発、②地元説明会の実施、③地元各

戸の訪問により、目標の達成を図る予定です。 
   なお、下水道接続件数は、前年度の整備面積、及び供用開始区域の戸数等の状況

により変動しますが、今年度は 700 件を目標数値としています。 
   参考・・・・平成２０年度供用区域面積  ４７．９ｈａ 

          供用開始区域の戸数    １，５４２戸 
 

【平成 20 年度の事業目標】 
 
  本庁管内の下水道接続件数を７００件以上とする 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
 目標達成のための事業実績として、広報まつさかへの掲載を年４回、一年間通し

ての未接続家庭への各戸訪問により、平成 20 年度末の接続検査件数は 840 件とな

り、当初の計画は達成することができました。接続件数は、整備状況に伴い、その

年度の供用戸数により変動も生じますが、来年度以降も目標が達成できるよう努力

していきます。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   対象となる市民の方々に対しては、

環境面や衛生面での下水道の必要性を

説明しておりますが、未接続理由の主

なものとして、接続工事費用にかかる

資金不足を言われています。 

施策テーマ……水質汚濁の防止 

基本目標 ３．都市生活型公害及び産業公害の防止と予防 
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 重点事業７  関連公共下水道事業            
【嬉野地域振興局下水道室】 

 
 
 

 

   
 

【事業概要】 
 
  水洗化の促進活動 
 

・新たに供用開始する区域の居住者等に対し、宅内排水設備の内容・手続等を周知

する。 
・供用開始直前にその区域と時期を周知する。 
・供用開始後、３年を経過した未接続世帯に対し早期接続を促す。 

 
【平成 20 年度の事業目標】 
 
  嬉野管内の下水道接続件数を２５０件以上とする 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
 平成 20 年度の下水道接続件数は 378 件で、環境目標を達成した。 
○広報等による啓発 
 ・4 月の広報及び地元への文書回覧により、供用開始区域と時期を周知した。 
 ・8 月、3 月に未接続世帯を戸別訪問し、早期接続を依頼して回った。 
○地元説明会の実施 
 工事説明会（6/22～6/29）において、居住者等に対し宅内排水設備の内容・

手続等を説明した。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   平成 20 年度末の処理区域内における水洗化率は 86.6％であるが、約 2 割弱の未

接続があり、未接続理由の主なものとして、接続工事費用にかかる資金不足を言わ

れています。このことから、水洗化率向上のため水洗化補助金等制度の改正を行っ

たことのＰＲを含め、水洗化促進活動を継続していく。

施策テーマ……水質汚濁の防止 

基本目標 ３．都市生活型公害及び産業公害の防止と予防 
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 重点事業８  特定環境保全公共下水道事業        
【三雲地域振興局下水道室】 

 
 
 

 

   
 

【事業概要】 
 

平成１９年度末水洗化世帯数 1,665 世帯に平成２０年度下水道接続件数を１５

０件以上の目標とし、平成２０年度末の水洗化世帯数を 1,815 世帯以上とする。 
 

【平成 20 年度の事業目標】 
 
  三雲管内の下水道接続件数を１５０件以上とする 

 

【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
 ・平成 20 年 4 月号広報に供用開始区域を掲載し、供用開始する区域の市民の方

に下水道事業の周知を図った。 
・平成 20 年 7 月 31 日に地元説明会を開催し、周知を図った。 
・平成 20 年 12 月に供用開始から 1 年経過した世帯 220 戸に訪問を行い、未接

続理由の確認及び公共下水道への接続をお願いした。 
・平成 20 年度の実績は、215 件で、平成 10 年度からの累積は、1,880 件となっ

ている。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   下水道整備は、長期に渡り多額の建設費用を必要とする事業であるので、段階的

年次計画に基づいて進めることが必要であるが、市の財政事情が厳しくなってきて

いる状況から、平成 19 年度に年間整備面積 100ha を 85ha に縮小する見直しを行

ったことにより下水道への接続件数が減少する。整備面積の減少により平成 21 年

度の環境目標を 50 件減らし、100 件に修正を行う。

施策テーマ……水質汚濁の防止 

基本目標 ３．都市生活型公害及び産業公害の防止と予防 



- 28 - 

 重点事業９  浄化槽設置促進事業            
【環境部環境課】 

 
 
 

 

   
 

【事業概要】 
 
   生活排水対策に向けた取組として、市内の住宅に合併処理浄化槽を設置しようと

する方に設置費用の一部を補助する事業であり、広報等による周知・啓発の実施と

申請の受付・補助金の交付を行う。 
 

【平成 20 年度の事業目標】 
 
  合併処理浄化槽設置の一部補助を行う（補助基数：４００基） 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
 広報４月号で募集を行い、目標４００基に対し４０７基の補助を行い目標は達成

した。 
公共用水域の水質汚濁防止により、生活環境保全・公衆衛生の向上が目的であり、

下水道整備区域外で建築物を新設する時には、補助金制度の有無に係わらず、殆ど

が合併処理浄化槽を設置することになるが、現在使用されている単独処理浄化槽を

合併処理浄化槽に切り替えていく有効な手段と考えている。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   補助金交付者には啓発を行っているが、設置後の浄化槽管理は個人で行っている

ため、適切な使い方をされていないと、十分に浄化されていない水が放流されるこ

とがあるので、浄化槽の維持管理について啓発を進めていきたい。

施策テーマ……水質汚濁の防止 

基本目標 ３．都市生活型公害及び産業公害の防止と予防 
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 重点事業 10  浄化槽市町村整備事業           
【飯南地域振興局地域整備課】 

 
 
 

 

   
 

【事業概要】 
 
   飯南・飯高管内における生活排水処理施設として合併浄化槽の整備を進める。 
    ５人槽高度処理型浄化槽   （３５基） 
    ７人槽高度処理型浄化槽   （１５基） 

 
【平成 20 年度の事業目標】 
 
  飯南・飯高管内の合併処理浄化槽の設置を進める（設置基数：５０基） 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
 この事業は、生活排水処理を緊急に促進する必要がある地域において、地域を単

位とし浄化槽の計画的な整備を図るため、国の補助を受け市が設置主体となり浄化

槽を整備する事業で、飯南地域が平成 8 年度、飯高地域が平成 10 年度からそれぞ

れ行っている。 
平成 20 年度の実績は、5 人槽 44 基 37,666,650 円  ／  7 人槽 21 基 

21,769,650 円となっている。 
 本事業による整備基数は、平成 21 年 3 月末日現在 1,576 基で、以前の合併処理

設置整備事業分 209 基を合わせると、1,785 基となり、飯南・飯高管内の世帯数 

3,931 戸で割った整備率は、45.4％となっている。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   平成 17 年の市町村合併により、市民の都市的生活環境への欲求はますます高ま

り、水洗化戸数は年々増加している。しかし、これまでの整備事業により合併処理

浄化槽の利用人口は増加しているものの、その整備基数は年々減少の傾向にあり、

依然として半数を超える家庭では生活排水の適正な処理が行われていないのが現

状である。 
   原因としては、単独浄化槽の利用によるものや、老夫婦のみの世帯で改築してま

で浄化槽を設置されないもの、また、トイレの改修や配管に費用を要することなど

が上げられる。 
   今後、更なる啓発等を行ない、住民意識の高揚を図り、生活環境の保全及び公衆

衛生の向上に寄与する。

施策テーマ……水質汚濁の防止 

基本目標 ３．都市生活型公害及び産業公害の防止と予防 
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 重点事業 11  文化財保存整備事業補助金         
【教育委員会事務局文化課】 

 
 
 

 

   
 

 

【事業概要】 
 
  国、県、市の指定文化財の保護管理又は保存修理に対し、経費の一部を補助する。 
  ・重要文化財旧松坂御城番長屋修理補助金 

 
【平成 20 年度の事業目標】 
 
  重要文化財建造物御城番屋敷の保存整備に対する補助を行う 

（保存整備内容：西棟の修理） 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
 平成 20 年度～22 年度の 3 ヶ年計画で実施する重要文化財御城番屋敷の修理に

対して、経費の一部を補助する。平成 20 年度は西棟の屋根全面葺き替え、構造補

強等を実施した。補助金交付申請書を受付、補助金交付決定通知書を交付、実績報

告書が提出された後、現場確認を行い、その後補助金を支払っている。平成 21 年

度は西棟の残りと東棟の一部、平成 22 年度は東棟の残りの屋根全面葺き替え、構

造増強等事業に対して補助を行っていく。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   まだ工事期間中ではあるが、修理工事により歴史文化遺産の保護に努めるととも

に、歴史文化薫る魅力ある都市景観の形成につながっていく。

施策テーマ……歴史文化遺産の保護と活用

基本目標 ４．歴史文化の薫る魅力ある都市景観の形成とやすらぎある

都市空間づくり 
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 重点事業 12  都市景観推進事業             
【建設部都市計画課】 

 
 
 

 

   
 

 

 ≪景観計画≫ 

 

【事業概要】 
 
   松阪市としてふさわしい景観マスタープラン、景観計画作成、景観条例、施行規

則の制定、景観重点地区等の指定等の都市景観推進事業を立ち上げ、景観行政を始

動、推進する。 
 

【平成 20 年度の事業目標】 
 
  景観計画を策定する 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
 景観条例に基づく、景観計画の策定等に関した会議を２回開催した。景観計画は、

１０月３１日に決定告示を行った。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   景観計画・条例の周知がさらに必要である。 

 
 ≪景観条例≫ 
 

【事業概要】 
 
   景観計画に併せ、計画を補完する景観条例（法委任条例）を制定する。 

 
【平成 20 年度の事業目標】 
 
  景観条例を制定する 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
 6 月議会への上程を目指していたが、内容の検討に時間を要したため、9 月議会

への上程となった。景観条例は 9 月 30 日に公布している。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   景観計画・条例の周知がさらに必要である。 

施策テーマ……個性豊かな美しい景観づくりの推進 

基本目標 ４．歴史文化の薫る魅力ある都市景観の形成とやすらぎある

都市空間づくり 
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 ≪行為の届出制度≫ 
 

【事業概要】 
 
   景観計画・景観条例の運用に伴う届出制度の受付体制を準備する。 

 
【平成 20 年度の事業目標】 
 
  大規模行為の届出制度を開始する 

 

【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
 届出制度の実施など、景観計画・条例について市広報の 11 月号や、12 月には、

市の HP で啓発を行うとともに、県の建築士会や事業者等にパンフレットで周知を

図った。届出制度を H21.1.1 より実施した。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   届出の受付体制について、建築士の配置が必要である。 

 
 ≪重点地区（候補）の修景整備≫ 
 

【事業概要】 
 
   松阪地域交流空間整備事業に基づき鍵型道路の特徴を活かした街道整備を実施

し、地域のまちづくりを進めていく。 
 

【平成 20 年度の事業目標】 
 
  重点地区（候補）の修景整備を推進する 

 

【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
 本事業は、市道の自然色舗装工事である。当初に予定していた実施の時期は、8
月～10 月であったが、占有物件の移設や、民間家屋の取り壊し等の作業スケジュ

ールが重複することを避けるため、工事の時期を調整した。その時期は、1 月～3
月であるが、整備の内容に変更はない。 

 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   整備の時期が当初予定よりも遅れたが、整備の内容には変更はなく、目的は達成

されているので、特に問題はない。占有物件の移設や、民間家屋の取り壊しに対し

て、柔軟な対応を行い、舗装面の保護をすることになり、今後も同じような問題が

発生したときは、このような対応を行う。
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 重点事業 13  総合運動公園建設事業           
【建設部土木課】 

 
 
 

 

   
 

 

【事業概要】 
 

 本公園は、市民の運動・レクレーションに対する要望や、自然環境の大切さ、ま

た高齢化社会へ向けての健康維持を目的とする空間等の整備を行い、芝生広場・多

目的広場・展望広場・健康遊具やニュースポーツ等の遊具広場・自然環境を活かし

たジョギングコースや、デイキャンプ場などの施設整備を行う。 
 整備範囲としては５２．５ha の区域を事業認可を受け、事業を行っているが、

この内２６．５ha について平成２４年度に芝生広場等一部供用開始を目指し整備

を進めている。 
 
【平成 20 年度の事業目標】 
 
  総合運動公園の整備を進める 

（造成盛土工 Ｖ＝１７０，０００ｍ3 

Ｂ調整池・Ｃ調整池建設 事業認可区域内の２６.５ｈaの敷地造成完了） 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
  今年度の環境目標である総合運動公園の整備について、造成盛土土工 Ｖ＝１７

０，０００ｍ3、Ｂ調整池、Ｃ調整池建設、事業認可区域内の２６．５ｈａの敷地

造成が完了した。今後、平成２４年度に一部供用開始することにより、1 人当たり

の都市公園面積が約１㎡増えます。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 
 

 平成 24 年度に一部供用開始を目指し整備を目指します。 
 
 

施策テーマ……公園・緑地の整備 

基本目標 ４．歴史文化の薫る魅力ある都市景観の形成とやすらぎある

都市空間づくり 
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 重点事業 14  資源物集団回収活動補助金        
【環境部資源循環推進課】 

 
 
 

 

   
 

【事業概要】 
 
   再生利用可能な資源物の集団回収活動を行い実績をあげた団体に対して、補助金

を交付することにより、資源化意識の高揚と集団回収の活性化を図り、かつ、ごみ

の減量化と資源化を促進することにより、快適な生活環境の向上に資することを目

的とする。 
 

【平成 20 年度の事業目標】 
 
  本庁管内における集団回収量を２，０００トン以上とする 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
 今年度の環境目標は、「本庁管内における集団回収量を２，０００トン以上とす

る」でありました。２０年度結果といたしましては、集団回収量は紙類で３，０５

８トン（ビンを除く）であり、広報等で PR をした成果もあり、目標を大きく上回

る数字となりました。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   特にありません。

施策テーマ……ごみの減量化と再利用の促進 

基本目標 ５．循環型地域社会の構築と地球環境の保全
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 重点事業 15  家庭用新エネルギー設備設置支援事業    
【環境部環境課】 

 
 
 

 

   
 

【事業概要】 
 
   地球温暖化防止に向けた取組として、市内の住宅に家庭用新エネルギーシステム

を設置しようとする方に経費の一部を補助する事業であり、広報等による周知・啓

発の実施と申請の受付・補助金の交付を行う。 
 

【平成 20 年度の事業目標】 
 
  住宅用太陽光発電システム設置の一部補助を行う（補助対象件数：８０件） 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標未達成 

 
 本年度は住宅用太陽光発電システムの補助対象件数を８０件と見込んでいたが、

県から配分は、太陽光発電システム設置が４９件、エコキュートが３６件と、予想

を大幅に下回る配分枠となった。しかし、夏ごろからの経済状況の悪化と経済産業

省の太陽光発電設備の購入支援制度の導入発表により、申請件数が伸びず、実績は

太陽光発電システムが４７件、エコキュートが３２件となった。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   平成１９年度から平成２２年度までの４年間の継続事業であった、県の住宅用太

陽光発電システム補助金制度が、本年度で終了になった。国の補助制度が導入され

ることで、一般住宅での太陽光発電の普及が図れると期待したいが、市としても家

庭での温暖化対策の重要施策として来年度も本年同様、１件あたり、４０，０００

円の補助金を要望したい。

施策テーマ……省エネルギー・新エネルギーの推進 

基本目標 ５．循環型地域社会の構築と地球環境の保全
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 重点事業 16  環境マネジメントシステム運用事業     
【環境部環境課】 

 
 
 

 

   
 

【事業概要】 
 
   「環境に配慮した事務事業活動」の確立を目指し、環境マネジメントシステムの

継続的な運用促進を図る。 
 

・地球温暖化対策推進法第２１条に基づき策定した「松阪市地球温暖化対策率先実

行計画（エコフィスアクションプログラムまつさか）」に従い、省エネルギー、

省資源、廃棄物の削減などの「環境に配慮した事務事業活動」を推進し、市有施

設における温室効果ガス排出量を平成２３年度までに平成１７年度実績比５％

以上削減する。 
 

【平成 20 年度の事業目標】 
 
  市有施設における温室効果ガス排出量を平成１７年度実績比２％以上削減する 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
 市有施設における地球温暖化防止の取組として旧松阪市が平成 12 年度に「松阪

市地球温暖化対策率先実行計画（エコフィスアクションプログラムまつさか）」を

定め、合併後も継続して取組んできている。 職員に対しては、毎月「エコフィス

ニュース」を配信するとともに、個人アンケートチェックによる自己評価を行うこ

とで環境意識の維持を図っている。また、エネルギー使用量等の増減に関し、評価

シートにより各部署ごとに評価・分析を行っている。 また、各部署ごとに 1 名

選出されている環境管理推進員に対し、地球温暖化対策に関する研修（テーマは「京

都議定書の削減約束達成に向けて」）を 5 月に計 4 回実施し、延べ 141 名が出席し

た。 
こうした取組の結果、平成 20 年度の市有施設における温室効果ガス排出量は平

成 17 年度比 3.8％削減となった。（H17…37,260 トン-CO2、H20…35,831 トン

-CO2） 
 なお、前年度の取組結果については、広報松阪 2 月号及び市ホームページで公

表を行った。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
省エネルギー、省資源、廃棄物の削減など、職員の自覚と努力による取組が計画

の中心となっている。「松阪市新エネルギービジョン」において公共施設の新設・

改修時における太陽光発電設備の導入をプロジェクトとして掲げていることから、

今後はこうした新エネルギー導入によるＣＯ２削減効果を把握するなどの取組を

行っていきたい。 
   

施策テーマ……地球温暖化の防止 

基本目標 ５．循環型地域社会の構築と地球環境の保全
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 重点事業 17  環境パートナーシップ会議事業        
【環境部環境課】 

 
 
 

 

   
 

【事業概要】 
 
   「うるおいある豊かな環境につつまれるまち まつさか」をめざすべき環境像と

して、市民・市民団体・事業者・教育機関・行政が対等な関係を結び、それぞれの

得意分野を生かしながら、連携、協力して交流会・勉強会等を開催し、環境にやさ

しい行動を実践する。 
 

【平成 20 年度の事業目標】 
 
  パートナーシップ会議の設立及び交流会を開催する 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
 松阪市環境パートナーシップ会議の設立を前に、誰もが簡単に取り組め、結果が

見える環境にやさしい行動として、平成２０年５月１日、マイバッグ持参運動及び

レジ袋有料化検討会を開催した。その後、５月１９日から９月１９日までに毎月「も

ってこに！マイバッグ(レジ袋有料化)検討会」を開催し、１１月１１日から松阪市

を含む１市５町のスーパーマーケットとドラッグストア１３事業者でレジ袋有料

化がスタートした。その間、検討会の開催だけでなく、啓発キャンペーン活動や地

域振興局単位でのアンケートの実施、勉強会等を実施した。市民・市民団体・事業

者と行政が協働で実施した、この取組をきっかけに松阪市環境パートナーシップ会

議の設立が実現した。 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
   １月２８日に松阪市環境パートナーシップ会議は設立されたが、組織体制や規約

等に、修正すべき箇所があることを会議の中で議論された。行政主導でなく、市民・

市民団体・事業者と行政が連

携して活動ができる会議にし

ていく為、今後も積極的な情

報発信をし、互いの交流を進

めながら、環境にやさしい行

動を実践していく必要がある。

施策テーマ……パートナーシップの仕組みづくり 

基本目標 ６．環境教育・環境学習の充実と仕組みづくり 
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 重点事業 18  学校エコチャレンジ事業         
【教育委員会学校支援課】 

 
 
 

 

   
 

【事業概要】 
 
   環境保全のための計画を教職員、児童、生徒が立案し、これに基づき積極的に行

動、点検、見直しを行うというシステムを構築する小学校及び中学校のＩＳＯ認定

の更新を受けようとするもの。 
・校内行事（縁日、文化祭）でゴミを出さない取り組み。 
・環境への意識を高めるためのエコウォークラリーの実施。 
・使用しない教室の消灯及び掃除、給食、歯みがきの際の節水の励行。 
・地域住民との協働によるクリーン活動。 
・各教室へのリサイクルボックスの設置。（紙の再利用） 

 
【平成 20 年度の事業目標】 
 
  学校環境ＩＳＯの認定校の更新を２５校行う 

 
【平成 20 年度の事業実施結果】 目標達成 

 
 今年度小中学校 50 校すべてで「実施計画」が提出され、2 月には、すべての小

中学校より実績報告書も提出された。 
また、「学校環境 ISO」再申請の 30 校に加え、これまで認定がなかった 3 校も申

請することができた。（21 年度は小中学校すべてが認定校となった） 
 
【事業に関する問題点・改善案等】 

 
学校教育の方針（20／21／22）では、環境教育について、幼稚園への拡大を目

標にしている。 
この「エコチャレンジ」の根拠となる「松阪市学校環境 ISO 実施要綱」が合併

以前のものであり、しかも対象

を小学校・中学校にしていたた

め、今年度に要綱の改訂を行い、

平成 21 年 4 月 1 日より新要綱

施行とし、幼稚園を含め学校環

境ＩＳＯの取組ができるよう

にした。 
今後、園長会等にて「来年度

からの環境教育」の方向を説明

しながら、小中学校と同様な活

動ができるようしなければな

らない。 

施策テーマ……環境教育・環境学習の推進 

基本目標 ６．環境教育・環境学習の充実と仕組みづくり 
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第４章 環境基本計画における環境目標の進捗状況 
 
 
  環境基本計画は、うるおいある豊かな環境に関する総合的かつ長期的な計画であると同

時に、市民、市民団体、事業者、行政による共通の理念・目標の達成に向けた社会計画的

性格を持つものでもあります。このことから、行政の施策計画を基本としながらも、各主

体の協働による相乗的な効果を評価し共有するための、環境目標を設定しています。 
  平成２０年度における各環境目標の進捗状況は次の通りです。 
 

①． 川・海におけるＢＯＤ・ＣＯＤの環境基準適合率 

83.8％

85.7％

89.8％

90％以上

0 20 40 60 80 100

基準年度

平成１９年度

平成２０年度

目標年度
（平成２７年度）

（％）

（平成１６年度平均値）

各地点概ね

 
※環境基準適合率（％）＝（環境基準を満たしている日数÷総測定日数）×１００ 

 

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）…水中の有機物を微生物等が分解する際に使う酸素の量を表す数

値で、この量が多いほど水中の有機物が多いことになり汚れていると判断される。 

ＣＯＤ（化学的酸素要求量）…水中の有機物を薬品で化学的に分解させ、そのときに消費された薬

品中の酸素の量で有機物の量を示す。この量が多いほど水中の有機物が多いことになり汚れてい

ると判断される。 

 

   河川におけるＢＯＤ環境基準適合状況（平成２０年度） 
地点名（類型） 適合率 測定日数 適合数 基準値 測定結果範囲

櫛田川 犬飼（ＡＡ） １００％ ６ ６ 1mg/L 以下 0.5 未満～0.9
櫛田川 神殿（ＡＡ） ８３％ ６ ５ 1mg/L 以下 0.5 未満～1.2
櫛田川 栃川潜水橋（ＡＡ） ８３％ ６ ５ 1mg/L 以下 0.5 未満～1.2
櫛田川 深野潜水橋（ＡＡ） １００％ ６ ６ 1mg/L 以下 0.5 未満～0.6
櫛田川 法田井堰（Ａ） １００％ ６ ６ 2mg/L 以下 0.5 未満～0.6
櫛田川 松名瀬橋（Ａ） １００％ ６ ６ 2mg/L 以下 0.5 未満～1.4
阪内川 宮橋（Ａ） １００％ ６ ６ 2mg/L 以下 0.5 未満～0.8
阪内川 五曲橋（Ｂ） １００％ ６ ６ 3mg/L 以下 0.5 未満～0.7
阪内川 猟師橋（Ｂ） １００％ ６ ６ 3mg/L 以下 0.5 未満～0.9
金剛川 焼橋（Ｄ） １００％ ６ ６ 8mg/L 以下 1.3～5.2 
金剛川 金剛橋（Ｄ） １００％ ６ ６ 8mg/L 以下 1.4～4.8 
中村川 小原中組橋（ＡＡ） １００％ ６ ６ 1mg/L 以下 0.5 未満 
中村川 宮野橋（ＡＡ） １００％ ６ ６ 1mg/L 以下 0.5 未満～0.6

計 ９７．４％ ７８ ７６ ― ― 
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   海域におけるＣＯＤ環境基準適合状況（平成２０年度） 
地点名（類型） 適合率 測定日数 適合数 基準値 測定結果範囲

松名瀬橋松世崎地先 1,000ｍ ５０％ ４ ２ 3mg/L 以下 2.3～5.1 
松阪港沖 500ｍ ５０％ ４ ２ 3mg/L 以下 2.2～4.2 
松阪港沖 2,000ｍ ５０％ ４ ２ 3mg/L 以下 1.8～4.7 
猟師町大正新田地先 1,000ｍ ７５％ ４ ３ 3mg/L 以下 1.9～3.7 
猟師港沖 500ｍ ７５％ ４ ３ 3mg/L 以下 2.3～3.8 

計 ６０．０％ ２０ １２ ― ― 
 
  環境基準適合率の推移 

 環境基準適合率 総測定日数 適合数 

基準年度（平成１６年度） 平均８３．８％ ６８ ５７ 

平成１９年度 平均８５．７％ ９８ ８４ 

平成２０年度 平均８９．８％ ９８ ８８ 

目標年度（平成２７年度） 各地点概ね９０％以上 ― ― 

 
 

②．生活排水処理施設の普及率 

 

66.2％

63.7％

80％以上

54.5％

0 20 40 60 80 100

基準年度

平成１９年度末

平成２０年度末

目標年度
（平成２７年度）

（％）

（平成１７年度末）

  
※生活排水処理施設の普及率（％）＝［生活排水処理施設による処理が可能な地域の居住人口（ま

たは処理人口）÷基準となる総人口］×１００ 

 
生活排水処理施設における処理人口と普及率の推移 

合併処理浄化槽による

処理人口（人） 
 

生活排水 

処理施設の 

普及率 

（％） 

基準となる

総人口 

（人） 

生活排水

処理施設

処理人口の

合計 

（人） 

公共下水道

における 

処理人口 

（人） 

農業集落排水

施設による

処理人口 

（人） 
市町村設置

型浄化槽 

個別設置型

浄化槽 

基準年度 

(平成17年度末) 
５４．５ １７０，５４５ ９３，０１０ ４８，７０４ １，１８６ ５，１１９ ３８，００１

平成 19 年度末 ６３．７ １７１，３２０ １０９，０８５ ６０，００８ １，１５０ ５，７１６ ４２，２１１

平成 20 年度末 ６６．２ １７０，８８３ １１３，０６２ ６４，３８５ １，１６３ ５，８７４ ４１，６４０

目標年度 

(平成 27 年度) 
８０ １７０，０００ １３５，９４０ ８９，９００ ２，０７９ ５，２００ ３８，７６１
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③．１人あたりの都市公園面積  

  

20㎡／人

8.45㎡／人

7.97㎡／人

7.46㎡／人

0 5 10 15 20 25

基準年度

平成１９年度

平成２０年度

目標年度
（平成２７年度）

（㎡／人）

（平成１７年度）

 
※１人あたりの都市公園面積（㎡／人）＝都市公園開設面積÷都市計画区域内人口 

 
１人あたりの都市公園面積の推移 

 

1 人あたりの 

都市公園面積 

（㎡） 

都市計画区域内人口

（人） 

都市公園開設面積 

（㎡） 

基準年度 

(平成 17 年度) 
７．４６ １５０，６６５ １，１２４，６９０ 

平成 19 年度 ７．９７ １５３，０２０ １，２１９，６３３ 

平成 20 年度 ８．４５ １５３，６９９ １，２９７，９９４ 

目標年度 

(平成 27 年度) 
２０ ― ― 

 
 

④．１人１日あたりのごみの排出量 

  

1,125ｇ／人・日

1,025

988

956

0 200 400 600 800 1000 1200

基準年度

平成１９年度

平成２０年度

目標年度
（平成２７年度）

（ｇ／人・日）

（平成１４年度）

ｇ／人・日

ｇ／人・日

ｇ／人・日
（基準年度比で１５％削減）

 
※１人１日あたりのごみの排出量（ｇ／人・日）＝ごみの総排出量÷（処理人口×３６５日） 
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１人１日あたりのごみの排出量の推移 

 

1 人 1 日あたりの 

ごみの排出量 

（g／人・日） 

処理人口 

（人） 

ごみの総排出量 

（ｔ） 

基準年度 

(平成 14 年度) 
１，１２５ １６８，６３５ ６９，２２０ 

平成 19 年度 １，０２５ １７１，３２０ ６４，１２５ 

平成 20 年度 ９８８ １７０，８８３ ６１，６２８ 

目標年度 

(平成 27 年度) 

９５６ 

（基準年度比１５％削減）
― ― 

 
 
⑤．１人１日あたりのエネルギー（電気）消費量 

  

6.33

6.29

6.43

6.33kWh／人・日

0 1 2 3 4 5 6 7

基準年度

平成１９年度

平成２０年度

目標年度
（平成２７年度）

（ｋＷｈ／人・日）

（平成１７年度）

kWh／人・日

kWh／人・日

kWh／人・日
（これ以上増やさない）

 
※１人１日あたりのエネルギー（電気）消費量（kWh／人・日）＝中部電力における市域の販売

電力量（電灯）÷（人口×３６５日） 
    注）中部電力の社内規定の変更により、「松阪市環境基本計画書」作成時に提供いただいた内容（大

規模工場等の高圧電力を含まない等）での販売電力量資料を提供いただけなくなったため、資

料提供可能である電灯販売電力量により目標値を算出し直しました。 
 

１人１日あたりのエネルギー（電気）消費量の推移 

 

1 人 1 日あたりの 

電気消費量 

（kWh／人・日） 

人口 

（人） 

電灯販売 

電力量 

（kWh） 

基準年度 

(平成 17 年度) 
６．３３ １６８，９７６ ３９０，１２５，０００ 

平成 19 年度 ６．４３ １６９，５１５ ３９７，９２３，０００ 

平成 20 年度 ６．２９ １６９，５１４ ３８９，０４１，０００ 

目標年度 

(平成 27 年度) 

６．３３ 

（基準年度値維持） 
― ― 

資料：中部電力提供 
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⑥．１人１日あたりの二酸化炭素排出量 

  

7.09

7.09kg-CO2/人・日

0 1 2 3 4 5 6 7 8

基準年度

目標年度
（平成２７年度）

（kg-CO2/人・日）

（平成１５年度）

kg-CO2/人・日
（これ以上増やさない）

 
※１人１日あたりの二酸化炭素総排出量（kg-CO2／人・日）＝民生部門（家庭・業務）における

年間の二酸化炭素総排出量÷（人口×３６５日） 

 

「１人１日あたりの二酸化炭素排出量」（目標：平成１５年度を基準としてこれ以上

増やさない）については、市域における二酸化炭素の排出量の算定が非常に困難である

ため、環境省の補助を受けて環境自治体会議が算定を行った「市町村別温室効果ガス排

出量推計データ」（2003 年）をもとに目標値を設定しています。平成 19、20 年度の排

出量については算定が行われていません。 
 
 
アンケート調査による環境目標 

 
    「身近な生き物を見かける割合（小・中学生）」「身近な小川や水路の水をきれいと

感じる割合（小・中学生）」「パートナーシップ型参加意識」については、アンケート

調査による環境目標であり、環境基本計画の見直し時にアンケート調査を実施し、数

値把握を行う予定です。

■身近な生き物を見かける割合 ■身近な小川や水路の水をきれい

と感じる割合 

■パートナーシップ型参加意識 
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